
ファクシミリによる提出はできません。
　ファクシミリによる提出はできません。
（法９２条４項から７項まで関係）

令和　　　年（ 　　　 ）第　　　　　　号

供託の事由が消滅した旨の届出

地方裁判所民事第　　部　御中

令和　　　年　　　月　　　日
供託に係る債権者の表示
（住所）

（氏名・名称）
　　　　　　　　　　　　　　　　　印　
（連絡先電話番号）

債務者の表示
（氏名・名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



頭書事件に係る配当金等につき民事執行法９１条１項の規定による供託がされていましたが、供託事由が消滅したので届け出ます。

　１　供託事由が消滅した日　令和　　年　　月　　日

　２　供託事由が消滅したことを証明する文書（いずれかの□にレ点を付してください）

　　　　　□　後日（　　　月　　　日頃）提出する。

　　　　　□　同封する（同封した書面を以下に記載してください）
 
